
内
閣
衆
質
一
五
一
第
一
四
号

平
成
十
三
年
三
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜

朗

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
防
衛
庁
の
秘
密
保
全
体
制
の
現
状
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
三
月
六
日
受
領

答

弁

第

一

四

号



衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
防
衛
庁
の
秘
密
保
全
体
制
の
現
状
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
内
訓
は
、
昭
和
三
十
三
年
に
全
部
改
正
さ
れ
て
現
行
の
「
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
」
（
昭
和
三
十
三
年
防
衛

庁
訓
令
第
百
二
号
。
以
下
「
訓
令
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
た
め
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
二
年
十
一
月
十
七
日
内
閣
衆
質

一
五
〇
第
一
〇
号
）
の
別
表
に
掲
載
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
の
�
及
び
�
並
び
に
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
訓
令
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
立
入
り
を
禁
止
さ
れ
た
場
所
（
以
下
「
立
入
禁
止
場
所
」
と
い

う
。
）
以
外
の
場
所
で
あ
る
事
務
室
、
会
議
室
等
に
お
い
て
も
、
事
務
を
執
り
行
う
に
際
し
て
秘
密
の
知
識
又
は
文
書
、
図

画
若
し
く
は
物
件
を
日
常
的
に
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
関
係
職
員
以
外
の
者
の
入
室
を
制
限
し
、
退

席
を
求
め
、
あ
る
い
は
、
関
係
職
員
以
外
の
者
が
入
室
し
た
と
き
は
そ
の
取
扱
い
を
中
断
す
る
等
関
係
職
員
以
外
の
者
に
秘

密
を
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
措
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
秘
密
の
保
全
上
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

二
の
�
の
�
に
つ
い
て

現
在
、
防
衛
庁
本
庁
に
お
い
て
は
、
立
入
禁
止
場
所
以
外
の
場
所
で
秘
密
の
知
識
又
は
文
書
、
図
画
若
し
く
は
物
件
を
取

一



り
扱
う
こ
と
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
お
尋
ね
の
区
域
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
知
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
非
公
知
性
が
失
わ
れ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

政
府
機
関
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
秘

密
を
守
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
秘
密
の
文
書
、
図
画
又
は
物
件
の
製
作
等
を
政
府
機
関
に
委
託
す
る
と
き
の
保

全
措
置
を
定
め
た
規
則
に
つ
い
て
は
、
制
定
し
て
い
な
い
。

四
の
�
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
は
、
生
物
兵
器
へ
の
対
処
に
関
す
る
懇
談
会
の
第
一
回
目
の
会
合
に
お
い
て
、
同
懇
談
会
の
委
員
に

「
生
物
兵
器
へ
の
対
処
に
関
す
る
懇
談
会
開
催
運
営
要
綱
」
の
内
容
を
確
認
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
要
綱
第
七
に
い
う

「
秘
密
」
は
保
全
さ
れ
得
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

防
衛
庁
本
庁
内
部
部
局
に
お
い
て
の
み
「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
昭
和

二



五
十
六
年
三
月
二
日
防
防
調
一
第
九
百
四
十
八
号
）
に
定
め
る
「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
の
送
達
、
貸
出
し

又
は
閲
覧
を
記
録
す
る
こ
と
と
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
防
衛
研
究
所
、
陸
上
幕
僚
監
部
及
び
情
報
本
部
に
お
い
て
は
、
右
通
達
を
踏
ま
え
て
、
各
機
関
の
実
情
に
即
し
て

御
指
摘
の
よ
う
な
措
置
を
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

六
の
�
に
つ
い
て

「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
」
の
中
に
は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条

に
規
定
す
る
「
秘
密
」
に
該
当
す
る
も
の
の
、
訓
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
に
該
当
し
な
い
も
の
が
あ
る

が
、
そ
の
件
数
等
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

六
の
�
に
つ
い
て

自
衛
隊
法
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
は
、
訓
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
秘
密
」
の
指
定
の
有
無
に
か
か

わ
ら
ず
、
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
す
る
事
実
を
い
う
と
こ
ろ
、
訓
令
第
五
条
第
三
号
に
規
定
す

る
「
関
係
職
員
以
外
の
者
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
に
該
当
し
な
く
と
も
、
例
え
ば
、
関
係
職
員
で
な
く
と
も
防
衛

庁
職
員
で
あ
れ
ば
知
ら
せ
て
も
差
し
支
え
な
く
、
か
つ
、
依
然
と
し
て
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
を
有
す
る
も
の
も
あ

三



り
、
六
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
訓
令
に
お
い
て
秘
密
の
指
定
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
職
員
が
直
ち
に
自
衛
隊
法
第
四
十
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

七
の
�
に
つ
い
て

第
一
次
的
に
は
防
衛
庁
に
お
い
て
比
較
衡
量
し
て
決
定
す
る
。

七
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
秘
密
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
べ
き
公
益
と
は
、
適
正
な
刑
事
司
法
の
実
現
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
秘
密
は
、
非
公
知
性
と
秘
匿
の
必
要
性
の
二
つ
の
要
素
を
具
備
す
る
事
実
で
あ
っ
た
。

九
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
事
務
次
官
の
定
め
」
の
名
称
、
発
簡
番
号
及
び
制
定
年
月
日
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
と
他
国

と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

九
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
官
房
長
等
（
内
部
部
局
に
あ
つ
て
は
、
官
房
長
）
の
定
め
」
の
名
称
、
発
簡
番
号
及
び
制
定
年
月
日
に
つ
い

四



て
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

防
衛
庁
に
お
い
て
秘
密
区
分
の
指
定
を
解
除
し
た
文
書
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
当
該
文
書
の
秘
密
区
分
の
指
定
の
解
除
の

事
務
を
所
管
す
る
各
部
署
に
お
い
て
個
別
に
検
討
中
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
、
そ
の
実
績
等
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。

五



六


